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総務市民委員会 会議録

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

日 時 令和６年５月２７日（月曜日）

午前１０時開会 午後２時３５分閉会

場 所 第３委員会室

―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――

日 程

１ 開 会

２ 委員長挨拶

３ 協議事項

（１）消防本部関係

（２）市長公室関係

（３）総務部関係

（４）市民生活部関係

４ 閉 会

―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――

出席委員（７名）

委員長 奥谷 崇

副委員長 目黒 英一

委 員 古沢 喜幸

委 員 篠塚 昌毅

委 員 小坂 博

委 員 滝田 賢治

委 員 菅井 歩美

―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――

欠席委員（１名）

委 員 栁澤 健二

―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――

説明のため出席した者（２７名）

市長公室長 山口 正通

総務部長 塚本 哲生

市民生活部長 水田 和広

消防長 檜山 保明

消防次長 堀本 良博

秘書課長 浅川 邦子

政策企画課長 佐々木 啓
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行政経営課長 天貝 健一

ＤＸ推進課長 土田 俊紀

財政課長 瀬古澤 時人

広報広聴課長 冨田 知伸

総務課長 細野 賢司

防災危機管理課長 大橋 博

人事課長 塚本 浩幸

管財課長 皆藤 秀宏

課税課長 田中 裕之

納税課長 北島 康雄

市民活動課長 大貫 三千夫

人権推進課長 福原 守

生活安全課長 中山 悟

市民課長 菊田 宏巳

環境保全課長 日髙 寿志

環境衛生課長 羽成 健之

消防総務課長 持丸 恒次

予防課長 比氣 武行

警防救急課長 堀越 一良

教育総務課施設係長 稲葉 智之

―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――

事務局職員出席者

主 査 津久井 麻美子

―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――

傍聴者（０名）

―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
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〇奥谷委員長 おはようございます。本日は栁澤委員が欠席という御連絡を受けており

ます。ただ今から総務市民委員会を開会いたします。本日は事前の委員会でありますの

で、本会議に上程される案件についての詳しい質疑は、基本的に定例会中の本委員会で

行うことにしたいと思いますが、いかがでしょうか。

（「はい」という声あり）

〇奥谷委員長 それでは、そのように御協力をお願いいたします。早速、消防本部の案

件について協議を行います。サイドブックスは、総務市民委員会、令和６年、５月２７

日開催のフォルダを御準備ください。消防本部資料に基づきまして、資料①令和６年度

土浦市一般会計補正予算（第１回）（案）、消防団管理事業について、執行部より説明を

願います。

〇堀越警防救急課長 警防救急課の堀越です。資料①令和６年度土浦市一般会計補正予

算をお開きください。令和６年度土浦市一般会計補正予算（第１回）（案）について、御

説明させていただきます。本補正は、消防団管理事業となります。１、補正理由につき

ましては、本年度の当初予算は、令和６年１月の時点で、退職報償金支給対象者が２５

名で確定しておりましたので、２５名で退職報償金を算定し、予算計上しておりました。

２月以降、新たに退職報償金支給対象となる４名の団員から退職の申し出がありました

ので増額補正し、退職報償金を支給するものでございます。２、補正額につきましては、

歳出８款消防費、１項消防費、２目非常備消防費、７節報償費、補正前１，０４７万８，

０００円、補正額１６７万７，０００円。補正後の報償費は１，２１５万５，０００円と

なり、消防団員の退職報償金を支給するものでございます。３、歳出根拠につきまして

は、土浦市消防団員に係る退職報償金の支給に関する条例に基づき歳出しております。

退職報償金の支給条件につきましては、消防団員として５年以上勤務して退職した者に、

その者の勤務年数及び階級に応じて別表のとおり支給するものでございます。４のその

他についてですが、通常、退職報償金は、消防団員等公務災害補償等共済基金から土浦

市が消防団員に支給する退職報償金と同額、歳入として入金されますが、今回の退職者

の中に、土浦市独自の役職である、本部員の者が含まれており、土浦市の条例の支給額

の区分と国が定める支給額の区分が異なることから、退職報償金の歳出歳入に差異が生

じてしまいます。不足した金額に関しましては、土浦市の予算からの持ち出しとなり、

条例で規定された金額を支給するものでございます。説明は以上となります。

〇奥谷委員長 ただ今の説明について、何か御質問はございますか。

〇篠塚委員 次回の委員会まででいいですが、消防団に入団するまでの手続と、退職す

るときの退職届の通知をいつまでにするのかとか、そういう規定があったら、資料とし

て出していただければ。それから、消防団の本部員になるのに、いろいろ規定があると

思うので、もしよろしければ資料として出していただけたらと思います。

〇堀越警防救急課長 では、篠塚委員のおっしゃったものに関して、資料を提出させて

いただきたいと思います。

〇奥谷委員長 それでは、よろしくお願いいたします。ほかにございますでしょうか。

（「なし」という声あり）



4

〇奥谷委員長 つぎに、報告事項に移ります。資料②消防庁舎整備事業について、説明

を願います。

〇持丸消防総務課長 資料②消防庁舎整備事業（概要）お開きください。それでは、消

防庁舎整備事業の御説明をさせていただきます。１、外部検討委員会にて示された候補

地エリアの考え方について。令和５年度に４回開催いたしました外部検討委員会におき

まして、南分署、荒川沖消防署を集約し、現５署体制から４署体制を構築し、新たな消

防庁舎の候補地は南分署と荒川沖消防署の中間地点が望ましいとされ、右上の図①にあ

ります中間地点エリアが示されたところでございます。２、エリア内から選定された候

補地について。上記のエリアから、右下の図②の右籾地内の国道１２５号線バイパスと

県道土浦竜ケ崎線の交差点付近を候補地といたしました。また、候補地を選定するに当

たり、以下の四つの要件を軸に検討してまいりましたので、御説明いたします。①常磐

線より東側、かつ主要幹線道路沿いであること。つきましては、市を常磐線で東西に分

割した際に、現在、東側に位置するのは南分署のみとなっております。大規模災害時、

踏切や高架道が通行不能になった場合、市東側を広くカバーするため、常磐線より東側

に整備することが望ましいと考えられ、また、災害現場に早期に到着することは、消防

業務の基本であり、大規模災害時、被災地には、県内外から大型消防車両が集結し、そ

の対応拠点となることを考慮すると、交通アクセスの良い立地は、必須条件であると考

え、本市を縦断する主要幹線道路を国道６号線と県道土浦竜ケ崎線とし、東側の主要幹

線道路となる県道土浦竜ケ崎線沿いに位置することが望ましいとされました。つぎに、

②ハザードマップエリア外であること。つきましては、あらゆる災害に対し、消防庁舎

は安全性を確保しなければなりません。被害が想定されるエリアを避け、災害に強く持

続可能な庁舎を目指してまいります。つぎに、③敷地規模面積及び費用の経済性・効率

性の観点となります。一般財団法人消防防災科学センターの試算で必要とされた執務及

び２４時間勤務するための生活スペース、訓練施設等の整備及び大規模災害時の消防本

部のバックアップ機能を有するために、必要な規模の用地であることと、所要の上下水

道等のインフラ整備、擁壁・切り土等の土地整備、緊急車両の出動を容易にするための

道路整備等を考慮し、 経済的かつ効率的な整備が可能と考えております。つぎに、④近

隣住民への配慮となります。昼夜を問わないサイレンや訓練の騒音問題などに配慮し、

半径２００メートル以内に住居等が少ない用地であることを踏まえ、以上、四つの要件

を考慮し、今後、用地交渉等の準備を進めてまいりますので、よろしくお願いいたしま

す。説明は以上となりなります。

〇奥谷委員長 ただ今の説明について、何か御質問はございますか。

〇古沢委員 おおよその面積はどのぐらいあるんですか、そこは。今調べた段階では。

〇持丸消防総務課長 今現在、調べている状況ですと、７，５００平方メートル以上あ

る状況でございます。

〇古沢委員 それだけあれば十分ですか、訓練とか入れても。

〇持丸消防総務課長 情報防災科学センターの方の試算で出していただきまして、人数

と訓練施設というのを試算しますと、７，５００平方メートル以上あれば、対応はでき
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るでしょうという回答はいただいております。

〇古沢委員 今読んだ条件にぴったりだ、あの場所はね。人家は１件だけかな、近くに

あるのは。２００メートル以内には。最高の所ですよ、交通の便がいいしね。だから、土

浦で一番いい消防署になっちゃうね、多分。

〇目黒副委員長 三中地区、四中地区が今まで荒川沖消防署と南分署が該当していたと

思うんですが、近隣の住民の方へ説明会等を予定はされていますでしょうか。

〇持丸消防総務課長 現段階のスケジュールでは、総務市民委員会で報告をさせていた

だいた後、全員協議会での報告となります。その後、区長さん及び住民の皆様に説明を

と今計画を立てている状況でございまして、決まり次第、御報告させていただければと

思っております。

〇目黒副委員長 私もあの通りをよく通りまして、事故を数件見かけたことがありまし

て、その辺りの安全対策が非常に重要だなと通る度に思っていまして、あの場所にでき

るということなので、しっかりと警察の協議等も計画はされていると思いますが、具体

的にと言っても、まだこれからですよね。

〇持丸消防総務課長 今警察のほうとも協議をしておりまして、あの場所ですと、直接

消防車両が出ることの動線のほうは良いとされているのですが、やはり交差点付近の横

断歩道であったり、停止線であったりというところは、今現在警察と協議中でございま

す。

〇奥谷委員長 ほかにございますか。

（「なし」という声あり）

〇奥谷委員長 つぎに、資料③第５１回茨城県消防救助技術大会について、説明をお願

いします。

〇堀越警防救急課長 資料③第５１回茨城県消防救助技術大会についてをお開きくださ

い。第５１回茨城県消防救助技術大会について、御説明いたします。開催日時は、令和

６年６月１５日土曜日９時から開催予定でございます。主催は茨城県消防長会となりま

す。場所は、筑西市の筑西広域市町村圏事務組合消防本部となり、訓練内容は、陸上の

部として、ロープブリッジ救出、障害突破、引揚救助の３種目が行われ、本市からは５

チームが出場予定でございます。その他といたしまして、昨年同様、茨城県立消防学校

の訓練場が改修中のため、筑西広域市町村圏事務組合消防本部の訓練場での開催となり

ますので、会場の都合上、無観客での開催となります。本市の昨年度の成績でございま

すが、ロープブリッジ救出の１チームが、成績上位となり、栃木県宇都宮市で開催され

ました消防救助技術関東地区指導会に出場しております。今年度の関東地区指導会の会

場は、千葉県市原市の消防学校となっており、開催日は、７月１８日木曜日の予定でご

ざいます。なお、全国救助大会は８月２３日金曜日に千葉県市原市の消防学校にて開催

予定でございます。茨城県では、個人種目を各消防本部で持ち回りでの出場となってお

り、本市からはロープ応用登はんの部に出場することが決定しております。説明は以上

となります。

〇奥谷委員長 ただ今の説明について、何か御質問はございますか。
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（「なし」という声あり）

〇奥谷委員長 つぎに、資料④第６６回土浦市消防ポンプ操法競技大会について、説明

を願います。

〇堀越警防救急課長 資料④第６６回土浦市消防ポンプ操法競技大会をお開きください。

第６６回土浦市消防ポンプ操法競技大会について、御説明いたします。日時は、令和６

年７月７日日曜日８時３０分から開会式となり、小雨決行で実施いたします。場所は、

土浦市消防本部屋外訓練場で開催となります。出場分団は、土浦市消防団のうちポンプ

車が配置されている２４箇分団が対象となります。競技内容といたしまして、消防ポン

プ車を用いて、設置された防火水槽から給水し、火点と呼ばれる的をめがけて、放水体

勢をとり、火点の的を倒し、そのタイムと操作員の動作を得点化し、消火技術の手技を

競うものでございます。主催は、土浦市消防団、土浦市消防本部。その他といたしまし

て、優勝したチームは土浦市、つくば市、石岡市、かすみがうら市、つくばみらい市の５

市が出場する茨城県消防ポンプ操法競技大会県南北部地区大会に出場いたします。この

ほか、小型ポンプが配置されている１４個分団の中から毎年１チームが持ち回りで同大

会に出場いたします。今年度は、大畑地内の第３２分団が出場予定でございます。説明

は以上となります。

〇奥谷委員長 ただ今の説明について、何か御質問はございますか。

（「なし」という声あり）

〇奥谷委員長 そのほか、消防本部からございますか。

〇檜山消防長 その他、ございません。

〇奥谷委員長 委員の皆様から執行部に何かございますか。

〇滝田委員 消防団員について、令和６年度に新しく入った方というのはどれくらいい

たのか、男性消防団員と女性の消防団員、それぞれ何名ずつ、今年は入ったのかという

のが分かればお願いいたします。

〇堀越警防救急課長 警防救急課です。今年度は１８名入団した状況でございます。男

女の比率は、申し訳ありませんが、確認できませんが、現在女性消防団員は１７名在籍

している状況でございます。

〇滝田委員 ありがとうございます。新治地区は、だんだん新しい方が入りづらくなっ

ているという部分もあるので、団員さんも高齢化になってきて、なかなか辞められない

ということもありますので、自分たちが協力できるものがありましたら協力いたします

ので、今後とも入団のための活動をよろしくお願いいたします。

〇奥谷委員長 ほかにございますでしょうか。

（「なし」という声あり）

〇奥谷委員長 それでは、ないようですので消防本部の皆さんは退席していただいて結

構です。ありがとうございました。

（消防本部退席）

（市長公室入室）

〇奥谷委員長 それでは、市長公室の案件について協議を行います。市長公室資料に基
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づきまして、資料①ア令和６年度土浦市一般会計補正予算（第１回）（案）、政策企画管

理事業について、執行部から説明を願います。

〇佐々木政策企画課長 政策企画課でございます。資料①ア令和６年度土浦市一般会計

補正予算（第１回）につきまして、御説明をさせていただきます。１の補正の理由を御

覧いただきまして、本市が登場するアニメ機動警察パトレイバーを活用した二つの地域

活性化事業に関する予算計上でございます。２の補正予算額を御覧いただきまして、一

つ目の事業はデッキアップイベントの開催費用でございます。このイベントは、これま

でも全国各地で開催され人気を博しているイベントで、映画で使用された実物大の人型

ロボットイングラム、高さ８メートル、幅が４．５メートル、この巨大ロボットを、８月

上旬に開催するキララまつりにおいて立ち上げるデッキアップイベントを開催したいと

いうものでございます。資料を１枚おめくりいただき、こちらにデッキアップ時の写真

を掲載させていただきましたが、キララまつりの１日目となる８月３日土曜日に、亀城

公園バス停付近において、実施いたしたいと考えております。資料１ページにお戻りい

ただき、その上で２の補正予算額ですが、当日は、このイベントを盛り上げるために、

キャラクターの声を演じた声優さんなどにＭＣをお願いしたいと考えております。そち

らの報償費や、当日配布を予定している市と土浦警察署とコラボしたパトレイバー仕様

のクリアファイルを作成するための消耗品費、警備費や音響なども含めたデッキアップ

等の委託料、そして関連イベントとして、亀城プラザにおいて１週間前から展示イベン

トを開催する予定でございますが、そちらで使用する展示品の借上料などのでございま

す。二つ目の事業は、パトレイバーマンホールの制作及び設置についてでございます。

先月２６日から、第３弾となるパトレイバーマンホールカードを、市民ギャラリーで配

布しております。ゴールデンウィークだけで、３，０００人を超える皆様にお越しいた

だくなど、大変好評をいただいております。また、このマンホールカードの配布とあわ

せて、同日から、市役所１階のキララ館とまちかど蔵において、これまでガチャガチャ

として販売していなかったマンホールデザイン、１５種類のうち残り３種類となります

が、そちらに、資料１枚おめくりいただきまして、ここで示している新たな３種類のデ

ザインを加えた６種類のガチャガチャの販売を開始しております。こちらも、ゴールデ

ンウィークだけで６００個近く売り上げている状況でございます。このような状況を踏

まえ、この新たな３種類のデザインについては、マンホールとなっていないことから、

この３種類のデザインマンホールを作成し、駅前の回遊に資する場所を選定した上で設

置いたしたいというものでございます。資料１ページにお戻りいただき、補正予算とい

たしましては、マンホールの受け部分の修繕料、デザインマンホール作成委託料、著作

権使用料、デザインマンホールのプレート及び鉄蓋３セット分の備品購入費の予算計上

でございます。また、今回実施する、この２事業の財源でございますが、今般、広沢グル

ープ様から、まちの活性化や子ども、子育て支援事業への活用を目的といたしまして、

企業版ふるさと納税で１，０００万円の御寄付をいただけることとなりました。これま

で、先方と活用方法等について協議を重ねてまいりましたが、この活性化の起爆剤とな

りうる２事業をこの寄付金の一部を活用して、実施することで了解をいただいたもので
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ございます。説明につきましては、以上となります。

〇奥谷委員長 ただ今の説明について、何か御質問はございますか。

〇篠塚委員 イングラムを作るということなんですが、これはキララまつりの期間中だ

け展示するということで、どういうふうに設置するんですか。

〇佐々木政策企画課長 実はイングラム、８メートル、４メートル５０のものが、資料

の２枚目にございますように、このトレーラーに乗っているような状況でございます。

このトレーラーごと持ってきまして、亀城公園でちょうど駅のほうを向くような形で立

ち上げると、そういうイメージでございます。

〇篠塚委員 専用トレーラーがあって、それが来るという形なんですね。

〇佐々木政策企画課長 おっしゃるとおりでございます。

〇古沢委員 こんな大きさのものは、通れるの。

〇佐々木政策企画課長 こちらは、警察とも協議いたしまして、安全部分を含めて、ち

ょうど亀城公園の前にバス停がございます。あの場所はかなり幅員も１４、１５メート

ルぐらいあるといったことで、十分非常時に車が通る部分も確保した上でできるという

ことで、警察も調整済みでございます。

〇古沢委員 まずはこの写真にあるような、そんなに大きくはないんでしょ。

〇佐々木政策企画課長 高さが８メートルでございます。この写真にあるとおりでござ

います。

〇奥谷委員長 バス停は当日そこを潰してというような形になるんでしょうか。

〇佐々木政策企画課長 キララまつり当日は、皆さんも御存知のとおり、１５時から２

１時までは歩行者天国になっているということで、そもそもバスは通れないような状況

になってございます。

〇奥谷委員長 分かりました。ありがとうございます。

〇菅井委員 すごく魅力的で、今からもうワクワクしかしないなと思うんですが、これ、

今後も何かやっぱりキララまつり以外とか何か大きいイベント等で継続的に考えるもの

なんですか。

〇佐々木政策企画課長 我々のほうも、今回の状況を見て、今後活用考えたいと考えて

おりますけども、何せ１回やるだけでも結構費用が掛かりますので、この状況を費用対

効果を見ながら、次回以降は研究していきたいとそのように考えてございます。

〇小坂委員 このキララまつりの時間的にですね、もう朝からなんですか、それとも、

１日だけかな。

〇佐々木政策企画課長 一応今調整している中で、１日目の８月３日で、キララまつり

は今夏がかなり暑いということで、１５時開始になっているといったことで、１５時か

ら夜の２１時までの間に、３回、４回上げられればと、そのように考えてございます。

やはりこのパトレイバーのデッキアップイベントというのは、有名な声優さん方が掛け

声を掛けて、音楽と共に立ち上がると、これが一番の魅力とのことでございますので、

１回上げて２、３０分したら下ろして、また上げてという繰返しになるわけでございま

す。
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〇小坂委員 当日はですね、おそらく１日目だと踊りがあるんじゃないかと思いますけ

ど、その時に、例えば亀城公園の所しか場所がないんでしょうけど、もうちょっと駅に

近いほうだったりしたら面白いかななんていう気もしたんですけど。それはちょっと無

理なんでしょうけど、一応。

〇佐々木政策企画課長 実行委員会の話の中で、空いているスペースでというお話がご

ざいました。また、商工会議所のほうで言っているのが、いつもやっぱり亀城公園のほ

うに人が流れることがないということで、あの場所でやってもらうのが一番ありがたい

という話もございまして、亀城公園前にしたという経緯がございます。

〇奥谷委員長 ほかによろしいでしょうか。

（「なし」という声あり）

〇奥谷委員長 つぎに、資料①イ水郷筑波サイクリング環境整備事業について、説明を

お願いします。

〇佐々木政策企画課長 つづきまして、資料①イ令和６年度土浦市一般会計補正予算（第

１回）（案）、水郷筑波サイクリング整備事業について御説明いたします。１の補正の理

由を御覧いただきまして、観光需要が本格的に回復する中、本市への誘客を強力に進め

ることを目的として、サイクリングを軸としながら、新たな視点から、ターゲットを絞

って本市の地域資源を組み合わせた体験型観光プログラムを造成し、継続的な誘客につ

なげるものでございます。資料一つ飛びまして、３の（１）を御覧いただき、造成する観

光コンテンツは２種類ございます。まず一つ目は、企業研修向けのプログラムの造成で

ございます。具体的には、昨今、都内の大手企業において、若手職員の研修として、メン

バーの能力や経験を最大限に引き出すようなチームビルディングといった視点での研修、

従業員等の健康管理を経営的な視点から捉えるといった研修、このような研修が増えて

きているといった状況でございます。そのような背景を受け、サイクリングとれんこん

堀りなど、本市の地域資源を絡めた本市ならではの体験型プログラムを構築するもので

ございます。二つ目といたしましては、都心から近いという本市の大きな特徴を生かし

て、都心に居住する子育て世帯をターゲットとして、サイクリングと食資源等を学ぶ体

験型プログラムを構築するものでございます。資料３の（２）を御覧いただき、実施内

容でございますが、まず、企業等団体向けといたしましては、造成したプログラムをも

とに、具体的に販売までつなげることを目標といたしまして観光事業者へ働きかけを行

います。また、個人向けといたしましても、微修正を加え、観光事業者において、実際に

体験型ツアーとして販売ができるよう働きかけを行います。なお、個人向けにつきまし

ては、オンライン上の旅行会社を活用し、国外からもツアーへ参加ができる環境を整え

ます。一方で、④を御覧いただきまして、市内の様々な観光資源を紹介することができ

るサイクルガイドについても育成していければと考えております。説明については以上

となります。

〇奥谷委員長 ただ今の説明について、何か御質問はございますか。

〇古沢委員 これは海外からも来る可能性はあるんですか。

〇佐々木政策企画課長 昨年度台湾をターゲットに実施したファムトリップ後、モニタ
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ーツアーを実施いたしました。まだその時の受託業者、観光業者のほうで本格販売まで

は至っていませんが、かなり高評価といいますか、土浦市の魅力といいますか、そうい

ったものを感じていただいたと。フェイスブックを使って広告も打ちました。１か月で

５００万近く広告を打って、１万から２万の方がもうそのアクションといいますか、そ

ういうのを起こしてくれているといったことで、台湾、まず今台南市と友好交流協定を

結んでいる中で台湾をターゲットに、今我々のほうも動いているとこでございますけど

も、かなり期待はできるのではないかなと、そのように思っているところでございます。

〇奥谷委員長 ほかによろしいでしょうか。

（「なし」という声あり）

〇奥谷委員長 つぎに、報告事項に移ります。資料②公共施設再編再配置計画に係る進

捗状況等について説明願います。

〇天貝行政経営課長 公共施設等再編・再配置計画関連の進捗状況について、４点御報

告させていただきます。令和３７年における施設の総量３０％縮減を目指すための計画

を策定している中で、早急に検討が必要な１０施設については御案内のとおり閉館や統

合などの方針を示したほか、残りの１７８施設について今後類型別・地区別に配置方針

の検討を行い、令和７年度に計画を改定すべく作業を進めているところでございます。

この件につきまして、市民説明会及び市民アンケートを実施した結果が１番に記したも

のでございまして、（１）の市民説明会については４月に各地区に分けて４回実施いたし

ました。参加者は合計で７０名でございまして、大きな反対意見はありませんでしたが、

「施設配置については地域バランスに配慮をして欲しい」という意見や、「進捗状況をこ

まめに知らせて欲しい」または「上大津公民館と支所の複合化は住民の意見を反映して

欲しい」などの御意見をいただいたところでございます。（２）の市民アンケートにつき

ましては、３月から４月にかけて３，０００名の各年代の市民を対象に、類型別の方向

性（素案）の内容に対するアンケートを行った結果、６７６件、２２．５％の回答がござ

いました。その結果、４分の３、７５％の方が「この方向で進めて良い」と回答、更に

「一部修正の上進めて良い」が約１０％ございましたので、大方賛成の方が約８５％を

占める結果となりました。このアンケート結果を別添資料にまとめてフォルダ内に登載

しましたので、後程御覧いただきたいと存じます。つぎに、２点目です。２番の児童発

達支援センターの整備場所についてでございます。上高津の療育支援センターと保健セ

ンター内のことばの教室及び早期療育相談の３施設については、再編・再配置計画の中

で同一建物に集約した児童発達支援センターを整備する方針を定めたことから、その整

備場所の選定基準や比較項目を整理したうえで整備場所の検討を行いました。その選定

基準は囲みの中に記載の四つの項目で、①必要な面積が確保できる広さがあること、②

立地は利用圏域を踏まえた位置で、交通面で利用者が通所し易い場所が望ましいこと、

③機能は周辺施設との連携によるサービス向上が期待できること、④は財源を含めた費

用面であります。これらの選定基準を踏まえて、市有財産である矢印下のＡ旧東崎保育

所跡地、Ｂ廃館が決定した生涯学習館・勤労青少年ホーム用地、Ｃ旧第一給食センター

跡地の３箇所を候補地として挙げました。そして先日、内部会議の再編・再配置検討会
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議において比較検討を行ったものを別添資料としてまとめましたので、お開き願います。

ＡＢＣの候補地を表の左側の四つの項目により比較したもので、①広さにつきましては、

建物の延床面積は６５０平方メートルが必要となるほか、園庭や駐車場用地を考慮しま

すと３，０００平方メートル弱の確保が望ましいところでありますので、Ａは駐車場を

別途確保する必要がありますが、ＢＣは面積が確保でき、かつ送迎バスの乗り入れが可

能となります。②立地については、水色の位置の面で、Ｂは土浦幼稚園の隣接地であり

ますので当該幼稚園との併用通園が容易であることと、その下、緑色の交通の面で道路

状況を鑑みますとＢに優位性があります。③機能について、Ｂは土浦幼稚園との交流や

土小・一中との連携が期待でき、Ｃは下高津小との連携が期待できます。④費用につい

ては、Ａは既存建物を改修して使用できることから事業費が最も低く、Ｂは既存建物の

解体に費用が嵩み、事業費が最も高く見込まれ、Ｃも既存建物の解体に費用が嵩む見込

みです。一方で３案とも国の交付金が見込め、中でもＡとＢは国の財政措置を最大限活

用すると実質負担額を大きく圧縮できますので、既存建物の解体費の圧縮という点でも

Ｂに優位性があると考えられます。これらのことから総合的に判断した結果、Ｂの生涯

学習館・勤労青少年ホーム用地が最も適しているものとの判断に至りました。これにつ

きましては、７月開催予定の外部委員による再編・再配置計画策定委員会で正式に選定

する運びとなります。つぎに、３点目、３番の五中地区における公共施設再編の進め方

についてです。御案内のとおり、上大津支所を６年度末をもって閉館し、上大津公民館

との複合化の検討を行うこととなったことから、五中地区内全体の関連施設を含めた検

討を行ってまいります。その対象となる関連施設は（１）の表の下段の老人福祉センタ

ー湖畔荘と神立地区コミュニティセンターでありまして、検討する内容は（２）に記し

たように各施設における①の各機能の利用状況や人口推移などから、今後の求められる

機能を予測した上で②の施設の必要量を検討してまいります。そして上大津公民館の具

体的な複合化を、コスト等を踏まえて、年中に方針をまとめたいと考えております。そ

の方針決定に当たりましては、地域住民の意向を取り入れる必要があると考えているこ

とから、五中地区の方々と意見交換会を開催しながら慎重に進めてまいります。参加者

については五中地区の地区長のほか人数制限はありますけれども参加を希望する地域住

民の方を予定しており、記載の時期に３回程度開催して合意形成を図ってまいります。

つぎに、４点目でございます。４番の公共施設包括管理についてです。３月定例会の際

にも御案内しておりますが、その後、対象業務の追加や包括事業者を対象としたサウン

ディング調査を行いましたので、御報告するものです。まず、公共施設の包括管理の概

要を改めて御説明いたします。左側の図に示したように、これまではそれぞれの施設の

所管課が施設管理に関する様々な業務を個々に委託しておりました。これを右図のよう

に取りまとめ課が一括して包括管理事業者に委託し、包括事業者が一括して公共施設を

管理するものです。なお、左の図の各課が発注していた公共施設の清掃業務や修繕業務

については、今後は包括事業者が発注することになり、これまでどおり、地元事業者に

積極的に発注するよう努めるものです。この取組により市の事務負担が軽減されるとと

もに、包括管理事業者の技術者が各施設を巡回点検する中で応急修繕を行うほか、これ
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までは事後修繕の対応を採っていたものを予防保全に切り替えることにより、施設の質

の向上と安全性の向上が図られます。（１）対象施設につきましては、当初、小中学校と

地区公民館を予定しておりましたが、事業者とサウンディング調査を行った結果、学校

と児童クラブは同じ敷地にあり、効率化の観点から児童クラブを追加し、合計４８施設

を対象とするものです。（２）包括管理事業者に委託する具体的な業務は、①消防設備点

検業務委託や施設の清掃委託、②の１件１３０万未満の小規模な修繕業務で、規模の大

きな修繕や改修はこれまでどおり、市が直接発注することになります。それから、③巡

回・点検業務は、技術者が定期的に巡回・点検を行い、その際、簡単な不具合が見つかれ

ば手持ち工具で無償で修繕対応をしてもらいます。米印記載の事業者による追加サービ

スとは、インターネット上に各施設の劣化状況や修繕履歴、不具合箇所の写真をアップ

することにより市側の関係者も情報共有できるというもの、それから、独自のノウハウ

の提案とは不具合箇所の修繕に優先順位を付けて修繕プランを提案して貰えますので、

施設の安全性の向上のほか、費用の平準化を図ることが可能となります。つづきまして、

（３）包括事業者向けのサウンディング調査の結果につきましては、予定しているプロ

ポーザル選定での公募条件を整理するための意見交換を行いました。参加されたのは４

業者で、業者名は公開できないこととなっておりますので、数だけの御報告になります。

意見交換の内容は別添の資料にまとめておりますので、後ほど御覧いただきたいと存じ

ます。（４）市内事業者向けの説明会については、この新たな取組において包括管理事業

者が入ることによって、これまで業務を受注してきた市内事業者の方々が不安を抱くこ

とが想定されますので、その不安を払拭するためにこの事業の仕組みについて説明する

ものです。日時は７月２２日月曜日を予定しておりまして、過去３年間に対象施設の対

象業務を受注した業者１４２社と、対象業務の市内登録業者１８１社、合計２４１社に

案内し実施するものです。最後に（５）今後のスケジュールです。本年９月定例会にお

きまして、包括管理の事業期間を５年間と予定しておりますので、その間の事業費の債

務負担行為設定の補正予算を議案として提出させていただきますので、よろしくお願い

いたします。そして公募型プロポーザルを経て、新年度から業務開始するというスケジ

ュールでございます。説明は以上となります。

〇奥谷委員長 ただ今の説明について、何か御質問はございますか。

（「なし」という声あり）

〇奥谷委員長 つぎに、資料③新公共施設予約システム事業者の決定について、説明を

願います。

〇土田ＤＸ推進課長 ＤＸ推進課でございます。資料③新公共施設予約システム事業者

の決定についてをお開きいただきたいと存じます。新公共施設予約システム事業者の決

定について、御説明申し上げます。１の概要でございます。現在、公共施設予約システ

ムを導入していない施設につきまして、市民の利便性の向上と行政事務の効率化を図る

ことを目的としまして、オンライン完全予約やキャッシュレス決済等の機能を有する新

たなシステム事業者をプロポーザル方式により、決定いたしましたので、御報告申し上

げます。順番を前後しまして申し訳ございません。３の導入施設でございますが、（１）
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Ｊ：ＣＯＭフィールド土浦、（２）Ｊ：ＣＯＭスタジアム土浦、（３）男女共同参画センタ

ー研修室の３施設となってございます。２に戻りまして、システム事業者でございます

が、株式会社パストラーレ、システムの運用実績につきましては、全国で８９の自治体

と契約をしてございます。茨城県内では、牛久市、守谷市、小美玉市がシステムを導入

しております。本市のシステム使用料でございますが、初期費用といたしまして、６３

万８，０００円、月額使用料は、３万３，０００円となります。主な機能といたしまして

は、（１）オンライン完全予約機能、（２）キャッシュレス決済機能、（３）許可証の電子

発行機能を有しております。４の運用開始でございますが、令和６年１０月１日火曜日

からといたします。５のデジタル田園都市国家構想交付金でございます。新システムの

導入につきましては、ＤＸの推進に関し、一定の先進性が認められるため、デジタル庁

のデジタル田園都市国家構想交付金に該当しておりますので、初期費用及び初年度の年

間使用料の２分の１が国から支弁される予定となっておりまして、既に内示をいただい

ております。説明は以上です。

〇奥谷委員長 ただ今の説明について、何か御質問はございますか。

〇篠塚委員 Ｊ：ＣＯＭスタジアム土浦は、毎年利用者が多くて、監督者会議とか会議

を経て利用者を決めていると思うんですが、今後は予約をすれば優先されるとか優先順

位などはどのようになるのでしょうか。

〇土田ＤＸ推進課長 こちらにつきましては、基本的にはオンライン上で予約、許可証

が発行されることになっており、全て完結するものとなっております。導入が１０月１

日からとなりますので、オンラインで予約をした段階での優先順位になっていくと思い

ますが、詳細につきましては、これから業者と協議していく必要があると思っておりま

す。

〇篠塚委員 夏の高校野球とか、いろいろな大会で大分使っていて、空き時間がないよ

うな状況になっていると思いますので、その辺の調整がうまくできるように、よろしく

お願いしたいと思います。

〇土田ＤＸ推進課長 承知いたしました。ありがとうございます。

〇奥谷委員長 ほかにございますか。

（「なし」という声あり）

〇奥谷委員長 つぎに、資料④令和６年度補助金等の見直し事業の概要について、説明

を願います。

〇瀬古澤財政課長 財政課です。資料④令和６年度補助金等の見直し事業の概要につい

てをお願いいたします。まず、事業の目的でございますが、平成３０年度に開催しまし

た本市の補助金等検討委員会につきましては、５年が経過していることもあり、現行の

補助金について、第三者機関である補助金等検討委員会において客観的立場から、改め

て審査、検討しまして、補助金の透明性・公平性などの確保を図り、行財政改革に資す

るものとして新年度以降の予算に反映させていくことを目的に、６年ぶりに今年度開催

を予定しており、現在準備を進めているところでございますことから、当委員会に関す

る概要及びスケジュールについて御説明いたします。２番の検討方法でございますが、
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前回同様、今年度に予算化されている補助金につきまして、検討委員会において審査の

手順・方法を整理して、全体的な審査を行うほか、担当課ヒアリングの必要な補助金、

おおよそ１０件程度を抽出しまして、個別審査も実施する予定でございます。３番目の

補助金等検討委員会の委員構成でございますが、土浦市補助金等検討委員会規則第３条

に基づき、市の補助金について第三者の立場という視点から、学識経験者など、６名以

内としている委員数から、今回は表記の５名の委員にお願いし、進めていきたいと考え

ております。４番目の開催スケジュールにつきましては、第１回の委員会を６月２５日

火曜日に、２回目を７月１７日水曜日に開催し、補助金の概要説明、委員会の進め方や

検討方法の協議や、個別審査とする補助金の選別などを行い、その後の２回の会議にお

いて個別審査を実施し、９月２６日木曜日に予定している５回目の委員会で提言内容を

まとめ、同月３０日月曜日に市長へ提言書を提出するという予定で進めてまいります。

提言内容につきましては、１２月議会の事前総務市民委員会で御報告差し上げたいと考

えております。以上でございます。

〇奥谷委員長 ただ今の説明について、何か御質問はございますか。

〇篠塚委員 補助金のほうに関して、今回同様の陳情が出ていると思うんで、検討委員

会で出された結果を踏まえて、平成３０年ですか、その後どのようになったのかとか、

提言内容等ありましたら、資料で提出していただければありがたいと思うんですけども、

よろしいでしょうか。

〇瀬古澤財政課長 次回の総務市民委員会で、前回から今回までの補助金検討委員会の

結果を受けて整理した内容を一覧でお示ししたいと思います。

〇篠塚委員 もう１点、随分前に事業仕分けを土浦市で実施したと思いますが、それと

補助金の検討は関連性がどのぐらいあるのか、分かる範囲で結構ですので、教えていた

だけばと思います。

〇瀬古澤財政課長 前回の事業仕分けは、平成２０何年かだったかと思うんですけれど

も、平成３０年度の補助金等検討委員会におきましては、事業仕分けの検討内容につい

ても反映させて審査したというような記録が残っております。今年度行う補助金等検討

委員会につきましては、あくまでも前回の補助金等検討委員会での判定の結果を踏まえ

た審査というようなことを考えておりまして、具体的に前回の事業仕分けというところ

までは反映を考えておりません。

〇奥谷委員長 ほかにございますでしょうか。

（「なし」という声あり）

〇奥谷委員長 それでは、次の本委員会までに、資料のほうはまとめていただければと

思います。あとはこの補助金制度そのものがどういったものなのかということについて

も、改めて何か簡単な資料があれば、その辺りの説明資料も御用意いただければと思い

ますので、よろしいでしょうか。

〇瀬古澤財政課長 篠塚委員からの御依頼がありました資料と、補助金についてまとめ

た資料を御用意させていただきたいと思います。

〇奥谷委員長 どうぞよろしくお願いいたします。協議事項は以上になりますが、その
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ほか、市長公室から何かございますでしょうか。

〇瀬古澤財政課長 例年作成しております財政ハンドブック、こちらについては予算の

概要や、基金・市債の状況、財政比較分析、健全化判断比率等が記載されたものですが、

令和６年度版が完成いたしましたので御報告させていただきます。６月４日の全員協議

会でもアナウンスさせていただく予定ですが、令和３年度から、サイドブックスへの掲

載により、配布の対応とさせていただいておりますことから、本年度も、サイドブック

スのその他資料のフォルダに掲載しておりますので、後ほど御覧いただければと思いま

す。以上です。

〇奥谷委員長 そのほか、市長公室からございますか。

〇山口市長公室長 特にありません。

〇奥谷委員長 委員の皆様から執行部に何かございますか。

（「なし」という声あり）

〇奥谷委員長 それでは、市長公室の皆さんは退席していただいて結構です。お疲れ様

でした。

（市長公室退席）

（総務部入室）

〇奥谷委員長 それでは、総務部の案件について協議を行います。総務部資料に基づき

まして、資料①土浦第二中学校柔剣道場棟長寿命化改良工事請負契約の締結について、

執行部より説明願います。

〇皆藤管財課長 管財課です。サイドブックスの資料①土浦第二中学校柔剣道場棟長寿

命化改良工事請負契約の締結についてをお開きください。本案件は、議会の議決を付す

べき契約及び財産取得又は処分に関する条例第２条予定価格が１億５，０００万円以上

の工事に該当いたしますことから、６月議会に議案として上程するものです。１ページ

をお願いいたします。名称は、土浦第二中学校柔剣道場棟長寿命化改良工事。工事場所

は、土浦市東真鍋町地内でございます。工事内容は、記載の内容でございますが、詳細

については、別紙で御説明させていただきます。契約金額は、２億１，６９２万円でご

ざいます。契約の相手方は、市内本社の郡司建設株式会社になります。こちらの内容の

契約について、議案として上程するものです。それでは、内容について説明させていた

だきます。２ページをお願いします。３番の工期でございますが、議会の議決を経た日

の翌日から令和７年３月１５日まででございます。６番の契約方法でございますが、５

月１０日に、一般競争入札にて執行いたしました。７番の建物の概要ですが、地上二階

建て、鉄筋コンクリート造の８１１平方メートルの建物で、昭和５８年築でございます。

８番の工事の目的でございますが、令和３年３月に策定した土浦市学校施設長寿命化計

画に基づき、施設を築後８０年間使用することを目指し、おおむね築後４０年目に長寿

命化に必要な改修工事を行うものです。３ページをお願いします。こちらは、第二中学

校の位置図でございまして、赤色の部分が柔剣道場棟となります。４ページをお願いし

ます。入札結果でございます。中段に記載のとおり、２者から応札がございました。予

定価格については、左下に記載がございます税抜きで２億円、落札率は、９８．６０％
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でございました。サイドブックを一つお戻りいただいて、資料①別添をお願いします。

１ページは、工事工程表となります。工期は、議会の議決を経た日の翌日から令和７年

３月１５日まででございます。建築工事、電気設備工事、機械設備工事の各工事とも約

９か月間の工事期間でございます。なお、工事期間中の剣道部の部活動につきましては、

体育館のステージ等で練習するものです。夜間についても市民に開放しておりますが、

工事期間中は、開放は中止となります。２ページをお願いします。工事の概要でござい

ます。主な工事内容は、屋根、外壁、建具等の改修を行います。長寿命化改良工事内容

は、国において基準が定められており、必ず実施する工事といたしまして、水道、電気、

ガス管等のライフラインの更新のほか、構造区分に応じ、鉄筋や鉄骨の腐食対策や接合

部の破損部分の補修等が求められております。また、原則として実施する工事といたし

まして、耐久性に優れた材料等への取換え、維持管理や設備更新の容易性の確保、断熱、

二重サッシ、日射遮蔽などの省エネルギー対策等が求められております。これらを踏ま

えまして、施設の劣化状況に応じた、工事を行うものでございます。主な具体的な改修

箇所でございますが、左側、上の１階平面図を御覧ください。１階は、柔道場になりま

す。こちらは、１階レベルをバリアフリー化するため、玄関前にスロープを設置し、玄

関ドアを開き戸から両引き分け戸にするほか、トイレの一部をバリアフリートイレにい

たしまして、障害者用トイレを車椅子の方やオストメイト対応に改修いたします。左側、

下の２階平面図をお願いします。２階の剣道場でございます。１・２階とも、柔道場及

び剣道場の床をそれぞれ競技に適した畳とフローリングに改修します。記載の鋼製床は、

鉄等の鋼材を使い、クッションゴムを挟み床下地を組む工法で、強度・クッション性・

耐久性に優れ、体育館や柔剣道などスポーツ施設で使用される床で、足腰への負担を軽

減させ、転倒時の衝撃を吸収するメリットがございます。つづきまして、右下立面図を

お願いします。屋根改修、外壁改修、外部建具改修となっております。屋根は、既存屋根

仕上げの上に断熱材を敷き、その上から新たに金属製の屋根を覆い被せることで、断熱

性と耐久性を向上させます。外部建具の窓は、断熱性を向上させた複層ガラスとします。

外部に面する壁には、内側から断熱材を張り付けることで、断熱性能を向上させます。

また、外壁は、高圧洗浄し、再塗装いたします。以上が、主な建築工事内容となります。

その他、電気設備・消防設備・給排水衛生設備工事を行います。土浦第二中学校柔剣道

場棟長寿命化改良工事請負契約の締結についての説明は、以上でございます。

〇奥谷委員長 ただ今の説明について、何か御質問はございますか。

〇篠塚委員 まず、外壁塗装に関して、神立小学校でアスベストが後から発見されたと

いうようなこともありましたが、それはもう大丈夫なんでしょうか。

〇稲葉教育総務課施設係長 ただ今の御質問に関しましては、教育総務課稲葉より御回

答申し上げます。既にアスベストのほうは調査は済んでおりまして、外壁のほうには入

ってないことが判明しております。ただし、屋根の部材、仕上げ部材にアスベスト、そ

のほか、内装にも入っていることが判明しております。先ほど皆藤課長が御説明いたし

ましたとおり、屋根のほうは、既存仕上げの上に金属屋根をかぶせるということで、ア

スベストを飛散させない対策をとります。内装に関しましては、アスベスト対策をした



17

上でアスベスト材を撤去して、アスベスト対策品に取り替える予定になっております。

〇古沢委員 これを受注した郡司建設、これは会社を丸ごとどこかの建設会社が買い取

ったと聞いているんですけど。

〇皆藤管財課長 申し訳ありません。その辺の情報については私のほうでまだ得ており

ませんので、今情報が分かりませんので、調査して、本委員会で報告をさせていただき

たいと思います。

〇奥谷委員長 それでは、本委員会でお願いします。

〇目黒副委員長 武道館の柔剣道場の熱中症対策等はどのようになっているのかお伺い

いたします。

〇稲葉教育総務課施設係長 各施設ともですね、夏場は扇風機を今現在利用しているよ

うな状態になっております。大体２台から３台程度で、暑さをしのいでいると。部分的

には三中、六中では、スポットクーラーを購入済みで、こういったもので熱中症対策を

とっているという状況になります。

〇目黒副委員長 場合によっては、スポットクーラーも設置の可能性もあるということ

でよろしいですか。

〇稲葉教育総務課施設係長 スポットクーラーにつきましては、教育委員会で用意した

ものではございませんで、おそらく学校側で、何年前だか分かりませんけれども、購入

して設置しているものだと思われます。今のところ、学校に関しましては、普通教室、

特別教室にエアコンを設置しておりまして、その後、体育館を今後検討していくという

段階に入っているんですけれども、柔剣道場に関しては、未定となっておりまして、ス

ポットクーラーも各学校に設置するという検討には至ってはいないところです。

〇滝田委員 長寿命化工事概要のほうに東側外観写真と全体像があるんですけれども、

更新する場所のイメージが湧きやすくするために、更新する場所の一部でもいいから添

付していただけるといいのかなと思いますので、よろしくお願いいたします。

〇皆藤管財課長 本委員会のほうで、資料としてその部分を入れた形で、説明させてい

ただければと思いますので、よろしくお願いします。

〇奥谷委員長 ほかによろしいでしょうか。

（「なし」という声あり）

〇奥谷委員長 つぎに、資料②清掃センターごみクレーン外整備工事請負契約の締結に

ついて、説明を願います。

〇皆藤管財課長 管財課です。サイドブックスの資料②清掃センターごみクレーン外整

備工事請負契約の締結についてをお開きください。本案件は、議会の議決を付すべき契

約及び財産取得又は処分に関する条例、第２条予定価格が１億５，０００万円以上の工

事に該当いたしますことから、６月議会に議案として上程するものです。１ページをお

願いします。議案の内容でございますが、名称は清掃センターごみクレーン外整備工事

でございます。工事場所は、土浦市中村西根地内で、工事内容は記載の内容でございま

す。詳細については、別添資料で説明させていただきます。契約金額は、税込み１５億

９，５００万円。契約の相手方は、東京都港区の株式会社タクマ東京支社でございます。
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契約の方法は、随意契約でございます。こちらの内容の契約について、議決をお願いす

るものです。それでは、内容について説明させていただきます。２ページをお願いしま

す。３番の工期でございますが、議会の議決を経た日の翌日から令和９年３月１５日ま

でで、３か年の継続事業となります。６番の契約方法でございますが、５月２０日に随

意契約２号を適用し、見積合わせにて執行いたしました。随意契約２号とした理由とし

ては、当該工事については、更新・整備対象となる機器類が、株式会社タクマの独自技

術で設計制作・組立て設置された物が多数あり、ほかのメーカーとの互換性も低く、ま

た、その工事の特性及び工事終了後におけるごみ処理プラントとしての総合的性能の確

保・適正な維持管理の必要性からも株式会社タクマを工事依頼可能な唯一のプラントメ

ーカーであると判断し、工事を依頼するものです。７番工事の目的でございますが、ご

み焼却施設及び粗大ごみ処理施設において老朽化の著しいごみクレーンを始めとした機

器類の一部更新・整備を行い、処理不能といった事態を招くことがないよう、また、今

後も安全かつ安定したごみ処理を実施していけるように、本工事による本施設の延命化

を図ることを目的としているものです。４ページをお願いします。清掃センターの位置

図と施設配置図となります。下の施設配置図を御覧ください。工事場所でございますが、

粗大ごみ処理施設、ごみ処理施設と記載のある部分の機器類の更新・整備を行うもので

す。５ページをお願いします。見積合わせの結果でございます。中段に記載のとおり、

１社と見積もり合わせを実施したものでございます。サイドブックスを一つお戻りいた

だいて、資料②別添をお開きください。１ページをお願いします。こちらは、工事スケ

ジュールとなります。工期は、議会の議決を経た日の翌日から令和９年３月１５日まで。

スケジュール表の黒い矢印の部分が清掃センターでの作業期間となります。ごみ計量器

では、契約から令和８年８月までが計量器の製造期間となり、矢印の部分が、清掃セン

ターでの作業期間、１０月以降が機器の調整機関といった感じになります。概ね、令和

８年１１月末で全ての更新・設置工事が終了で、１２月からは調整期間としております。

２ページをお願いします。こちらでは、ごみ処理施設の工事概要について説明いたしま

す。左上のごみクレーンは、２基ございますが、１号機が平成１７年、２号機が平成２

３年に更新しておりますが、クレーンバケットの爪の消耗、制御盤の劣化が著しいこと

から更新するものです。右上の消石灰定量供給装置、その下のダスト定量供給装置につ

いては、平成１３、１４年年度の排ガス高度処理施設工事での設置以来一度も更新して

おらず、経年劣化が著しいことから更新するものです。左下の回収金属コンベアと、そ

の右側の灰クレーンについては、竣工後３０年間使用しており、経年劣化が著しく、使

用している部品のなかには製造中止となっているものもあることから、更新するもので

す。３ページをお願いします。こちらは、粗大ごみ処理施設の工事概要について説明い

たします。粗大ごみクレーン、切断機、粗大ごみ供給コンベアについては、竣工後３０

年間使用しており経年劣化が著しく、使用している部品のなかには製造中止となってい

るものもあることから、更新するものです。清掃センターごみクレーン外整備工事の説

明は以上でございます。

〇奥谷委員長 ただ今の説明について、何か御質問はございますか。
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（「なし」という声あり）

〇奥谷委員長 つぎに資料③滝田一丁目地内市有地に係る二段階一般競争入札の結果に

ついて、説明を願います。

〇皆藤管財課長 管財課です。サイドブックスの資料③滝田一丁目地内に係る二段階一

般競争入札の結果についてをお開きください。本案件は、令和５年度の総務市民委員会

で、滝田一丁目地内の市有地について、２段階一般競争入札の方法により売却すること

について報告させていただいた案件ですが、４月２６日に入札を実施し、売却の相手先

を決定したところです。なお、この度の市有地の売却については、議会の議決を付すべ

き契約及び財産の取得又は処分に関する条例の予定価格が２，０００万円以上の動産の

売払いに該当いたしますことから、現在は仮契約となっており、この度の議会で議案と

して提出するものです。議案の内容でございますが、名称は滝田一丁目地内市有地の売

却。土地の所在地は、滝田一丁目８番１及び８番２。地目は雑種地。面積は、二筆で１万

３，４３７平方メートル。売払いの方法は、二段階一般競争入札でございます。売却額

は、３億９００万９，９００円。契約の相手先は、つくば市に本社があります株式会社

ウイングマネジメントでございます。なお、事業計画の内容ですが、下の位置図をお願

いします。８番１には、共同住宅４棟、８番２には個人住宅１棟を建設する計画となっ

ております。２ページをお願いします。入札の結果でございます。中段には、入札参加

者１社。左下の最低売却価格は、３億９００万９，９００円。右下が、落札額の３億９０

０万９，９００円。説明は、以上でございます。

〇奥谷委員長 ただ今の説明について、何か御質問はございますか。

〇古沢委員 二段階というのはどういう意味なんですか。

〇皆藤管財課長 二段階と言いますと、まず、入札する場所でございますが、周辺環境

に配慮して売却しなければならないというような所はこのようなものを活用するという

ことがございまして、第一段階といたしまして、売却後の土地の利活用の案を市役所に

提出してもらうと。つぎに、その中身について、現実性、継続性、周辺環境に配慮してい

るかどうかというのを審査させていただいた上で、そこを通った業者が、次は第二段階

として、価格競争していただくというような入札になります。二つで、１万３，４３７

平方メートルになります。

〇古沢委員 平米の単価ですか。

〇皆藤管財課長 売却時の平米単価は、８番の１が平米２万２，７００円でございます。

８番の２が２万３，４００円でございます。

〇奥谷委員長 ほかにありますでしょうか。

（「なし」という声あり）

〇奥谷委員長 つぎに、資料④令和６年度土浦市一般会計補正予算（第１回）（案）、物

価高騰対応重点支援給付金給付事業について説明願います。

〇田中課税課長 課税課でございます。令和６年度一般会計補正予算（第１回）（案）の

物価高騰対応重点支援給付金給付事業（調整給付）について説明いたします。なお、今

回の補正予算（第１回案）では、定額減税の実施に伴い、計画減税をしきれない方に対
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する物価高騰対応重点支援給付金給付事業調整給付に必要な経費となりますので、事前

に別添資料により、定額減税等について説明してから説明したいというと存じます。資

料④の別添をお願いいたします。今回の定額減税実施に伴いまして、１の定額減税と、

定額減税を補足する給付として、定額減税をしきれないと見込まれる方に、所得税及び

個人市・県民税の差額分を給付する２の物価高騰対応重点支援給付金給付事業の二つが

ございます。それでは、まず、１の定額減税について説明いたします。なお、定額減税

は、令和６年４月１日から実施されますことから、今回の定例会において、専決処分に

よる市税条例の一部改正を報告するものでございます。（１）の趣旨につきましては、国

が、令和６年度の税制改正において、賃金上昇が物価高に追いついていない国民の負担

を緩和するために、デフレ脱却のための一時的な措置として、令和６年度の個人市民税

において定額減税を実施するものです。（２）の方法につきましては、令和６年度の個人

市民税の所得割額から定額減税額を特別控除するものです。なお、定額減税の対象とな

る方は、令和６年度の個人市民税の合計所得金額が１，８０５万円以下、給与収入に換

算しますと年収２，０００万円以下の方に限ります。特別控除額としましては、本人が

1万円で、控除対象配偶者・扶養親族(国外居住者を除く)１人につき１万円の減税額とな

ります。（３）の市民税減税額につきましては、本市においては、令和６年度の個人市民

税の収入調定見込額から、約６億１，０００万円が減額となります。また、対象者数に

つきましては、約１０万６，０００人となります。なお、減税額分については、国が全額

補填いたします。つづきまして、２の物価高騰対応重点支援給付金給付事業（調整給付）

について説明します。こちらは、今回の定例会において、補正予算（案）として上程する

議案でございます。（１）の趣旨につきましては、定額減税を補足する給付として、定額

減税をしきれないと見込まれる方に、所得税及び個人市・県民税の差額分を給付するも

のです。算出例を用いながら、説明します。夫、妻、子が２人の４人世帯で、妻と２人の

子の３人は、いずれも夫の扶養の場合、夫の年税額は、所得税が２万円、市県民税の所

得割額１万２，０００円の場合、調整給付する金額は、１３万円となります。給付額を

算出する計算式としましては、アの所得税においては、（ア）の定額減税額は、１人当た

り３万円であることから、３万円×４人＝１２万円が定額減税額となります。この定額

減税額に対し、所得税から引ききれない額が、（イ）の１２万円から２万円を差し引いた

①の１０万円が調整給付額となります。つづきまして、イの市・県民税においては、（ア）

の定額減税額は、１人当たり１万円であることから、１万円×４人＝４万円が定額減税

額となります。こちらも調整給付額が発生します。この定額減税額に対し、市県民税の

所得割額から引ききれない額が、（イ）の４万円から１２万円を差し引いた②の２万８，

０００円が調整給付額となります。ウの最終的な調整給付額の合計額としましては、①

＋②＝１２万８，０００円で、１万円未満切り上げにより、１３万円が給付されます。

（２）の対象者につきましては、本市においては、対象者数が約３万人となります。（３）

の経費につきましては、給付金及び事務費を合わせて、約９億７，２０８万１，０００

円になります。なお、給付にかかる経費については、こちらも国が全額補填いたします。

（４）のスケジュール（案）としましては、令和６年７月下旬から８月頃にかけて対象



21

者に通知を行い、８月から９月にかけて申請の受付を行い、９月中旬以降に調整給付金

（差額金）を交付するスケジュール（案）で考えております。以上が、定額減税と定額減

税を補足する給付として、定額減税をしきれないと見込まれる方に、所得税及び個人市・

県民税の差額分を給付する物価高騰対応重点支援給付金給付事業（調整給付）の説明で

ございます。サイドブックスの資料④にお戻りください。それでは、令和６年度土浦市

一般会計補正予算（第１回）（案）の物価高騰対応重点支援給付金給付事業（調整給付）

について説明いたします。１の補正理由につきましては、先ほど説明いたしました定額

減税しきれないと見込まれる方に対し、その差額を調整の上、給付するため、それに伴

う必要な経費を増額補正するものでございます。なお、経費につきましては、国の物価

高騰対応重点支援地方創生臨時交付金を活用するものでございます。２の補正予算額に

つきましては、歳入として、１６款国庫支出金、４項国庫交付金、１目総務費国庫交付

金で、今回の補正額は、９億７，２０８万１，０００円となります。歳出としまして、２

款総務費、２項徴税費、２目賦課費に、給付に必要な経費を計上しております。主な内

訳としましては、３節職員手当が職員の事務処理の増大に伴い、時間外勤務時間の増加

によるものでございます。１０節需用費が事務用消耗品など、１１節役務費が申請書類

などの郵送料及び派遣会社の社員に係る業務手数料で、１２節委託料は電算業務の委託

に伴う経費となります。１８節負担金補助及び交付金につきましては、差額分の給付金

となります。説明は以上でございます。どうぞ、よろしくお願いいたします。

〇奥谷委員長 ただ今の説明について、何か御質問はございますか。

〇古沢委員 定額減税の場合には、一括した減税じゃなくて、その内容、毎月ずっとこ

う明細を示すということらしいんですけど、それに関してはどういうことなんだろうね。

例えば、市の職員であれば、毎月の給料から毎月、引かれるようになるわけ。

〇田中課税課長 例えば、市の職員、給与所得者、こちらに関しましては、令和６年分

の市民税に関しては徴収しないで、定額減税後の税額を７月から翌年の５月分まで１１

か月で定額減税を割り返して徴収すると、そういった流れになってございます。

〇古沢委員 物価高騰対応重点支援給付金は、これは現金で対象の家庭にということに

なりますか。

〇田中課税課長 現金で振り込みで対応いたします。

〇奥谷委員長 つぎに、報告に移ります。まず、専決処分等の報告について、資料⑤土

浦市税条例の一部改正専決処分について説明願います。

〇田中課税課長 課税課でございます。土浦市税条例の一部改正の専決処分を行ったも

のについて、御報告いたします。サイドブックスの資料⑤の１ページをお願いいたしま

す。１の改正の趣旨でございますが、地方税法等の一部を改正する法律等が、３月の通

常国会において可決・成立し、令和６年３月３０日に公布され、４月１日から施行とな

りました。これに伴い、市税条例も地方税法に合わせて改正する必要がございますので、

地方自治法第１７９条第１項の規定に基づき、専決処分により、改正させていただいく

ものでございます。なお、こちらの市税条例の一部改正の専決処分を行ったものにつき

ましては、本年３月に開催された総務市民委員会において、主な改正内容について、説
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明させていただいたところでございます。つづきまして、２の改正の内容について説明

します。はじめに、（１）の個人市民税関係でございます。（１）の個人市民税関係のア、

個人市民税の定額減税の実施につきましては、先ほど説明しました定額減税の実施に伴

う改正でございます。定額減税の実施に伴い、特別税額控除、徴収の方法及び納税通知

書などに特別税額控除に係る規定を新設するなどの改正になります。下段の表が改正す

る条文となりますが、付則第１０条の５から付則第１０条の８までが、定額減税の実施

に伴う規定の新設で、付則第１１条から、付則第２１条の３の３までは、定額減税は最

終的な税額に対して減額されるものですから、これらの特例の控除を行った後に、定額

減税を実施する規定を追加する改正となります。つづきまして、イの令和６年能登半島

地震災害の被災者に係る個人市民税の特別措置でございます。現行の法律などでは、令

和６年中に起きた災害により住宅や家財などの資産について損失が生じたときは、令和

７年度分の個人市民税において、その損失の金額を雑損控除の適用対象としておりまし

たが、令和６年１月１日に発生した能登半島地震の災害により損失が生じたときは、令

和５年中に生じたものとして、令和６年度分の個人市民税において、その損失の金額を

雑損控除の適用対象とすることができることとする改正でございます。つづきまして、

（２）の固定資産税関係でございます。今回の税制改正に伴い、アの固定資産税の課税

標準の特例割合を追加するものが二つございます。一つ目が、バイオマス発電設備に関

するものでございます。バイオマス発電設備に関する特例は、これまでもありましたが、

今回は、その中の一般木質バイオマス・農作物の収穫に伴って生じるバイオマス固定燃

料区分に該当するもので、発電出力が１万キロワット以上２万キロワット未満について、

新たに、わがまち特例で特例率を定めることになります。現行では、国の参酌どおり３

分の２の特例率でしたが、今回の税制改正で木質バイオマス等の区分の特例率が、国の

参酌は７分の６に定められ、本市においては、これまでも国の参酌基準を適用していた

ことから、今回も国の参酌どおり、７分の６を特例割合としております。二つ目の、居

心地が良く歩きたくなるまちなか創出のための課税標準額の特例ですが、市町村による

公共施設の整備等と一体的に行われる事業であるため、新たにわがまち特例で特例率を

定めることになります。現行の減額割合は２分の１で、今回のわがまち特例の割合につ

いては、国の参酌も２分の１に定められていることから、こちらにつきましても、ほか

のわがまち特例と同様に、国の参酌２分の１の特例割合としております。つづきまして、

イにつきましては、区分所有のマンションは、マンション管理組合の管理者から提出さ

れた申告書が、その建物が長期優良住宅に該当すると認定された場合、区分所有者それ

ぞれから申告書の提出がされなくても、減額措置が受けられるようになる、申告の見直

しの改正でございます。つづきまして、ウの固定資産税の負担調整措置等の延長につき

ましては、固定資産税の負担水準の均衡化を促進するため、現行の負担調整措置及び下

落修正措置の仕組みを、引き続き、３年間延長するものでございます。つづきまして、

（３）の都市計画税関係でございます。こちらは、先ほど（２）固定資産税関係のウで説

明しました負担調整措置等を、都市計画税においても同様に、３年間延長するものでご

ざいます。４ページをお願いいたします。（４） 個人市民税・固定資産税関係、アの職権
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による減免を可能とする規定の追加でございます。こちらは、個人市民税、固定資産税

等の減免について、減免事由に該当することが明らかであり、かつ、減免する必要があ

ると市長が認める場合に、職権による減免を可能とする規定を追加するものでございま

す。３の専決処分の日につきましては、令和６年３月３０日で、４の施行日は、令和６

年４月１日でございます。５ページからが条例の改正文でございます。また、資料⑤の

別添が、条例文の新旧対照表でございますので、後ほど御覧ください。なお、今回、地方

税法の改正に伴い、令和６年４月１日から施行となるものにつきましては、専決処分に

よる改正をさせていただきましたが、早急な改正を要しない内容のものにつきましては、

改めて次回以降の議会に上程させていただき、議決をお願いする予定でございますので、

よろしくお願いいたします。説明は、以上でございます。

〇奥谷委員長 ただ今の説明について、何か御質問はございますか。

（「なし」という声あり）

〇奥谷委員長 つぎに、資料⑥公用車交通事故に係る和解について、説明を願います。

〇田中課税課長 課税課でございます。公用車交通事故に係る和解について、専決処分

の御報告をいたします。資料⑥をお願いいたします。１の事故の日時につきましては、

令和６年２月７日水曜日、午後４時１０分頃で、２の発生場所は、神立地区コミュニテ

ィセンターの駐車場でございます。３の概要につきましては、公用車を神立地区コミュ

ニティセンターの駐車スペースに駐車しており、市職員が運転席に乗り込もうとドアを

開けた際、その右隣に駐車していた相手の車体に接触したものでございます。４の過失

割合としましては、市側が１００％で、相手側は０％となります。５の和解概要につき

ましては、本市が相手方に対し、損害賠償額金３４，１００円を支払い、令和６年３月

２２日付けで和解したものでございます。説明は、以上でございます。

〇奥谷委員長 ただ今の説明について、何か御質問はございますか。

（「なし」という声あり）

〇奥谷委員長 つぎに、資料⑦広島平和使節団の派遣及び原爆パネル展の開催について、

説明を願います。

〇細野総務課長 総務課でございます。私からは、広島平和使節団の派遣及び原爆パネ

ル展の開催について、御説明いたします。資料は、資料⑦をお願いいたします。１番の

平和使節団の派遣につきまして、本市では、平和の大切さ、戦争の恐ろしさ等を後世に

伝えることを目的として、中学生・市民代表からなる平和使節団を結成し、平成６年か

ら広島市平和記念式典に派遣しております。今年度も派遣の準備を進めているところで

ございます。なお、令和２年度・３年度は新型コロナウイルスの影響により派遣を中止

しております。２番の派遣団員につきまして、派遣を再開しました令和４年度以降、会

場の自治体向けの座席数が従来の約半分となり、人数制限により本市に参加人数の割当

がございました。そのため、中学生を優先としましたが、これまでの各校２名の派遣か

ら１名にし、合計８名での参加になっております。本年度の開催につきましても、会場

の安全対策強化により前年度と同規模で行うと広島市から発表されておりますので、中

学各校から１名ずつの８名、そして、市民代表として、地区長連合会、女性団体連絡協
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議会、青年会議所から１名ずつの３名に加えて、引率教諭、随行職員の合計１４名で申

し込みをしておりますが、割当の人数によっては、中学生を優先して派遣したいと考え

ております。３番の派遣スケジュールにつきましては、７月３０日に、使節団の結団式・

事前学習会を行い、８月６日の平和記念式典への出席に向け、５日に出発、７日に帰着

の３日間にわたる派遣となります。派遣された中学生は、９月２１日に、県南生涯学習

センターにおいて開催を予定している人権、平和、ダイバ－シティ、協働の四つの合同

イベントにて、スライド上映・感想文朗読などの体験発表を予定しております。また、

この体験を広く伝えるため、作成した感想文集を小学校と中学校に配布しております。

４番の原爆パネル展の開催につきましては、広島・長崎の原爆被害の実相を、より多く

の市民に知っていただくため、広島市から原爆パネル３０点とＤＶＤをお借りし、８月

６日から１８日までの約２週間の日程で、市民ギャラリーにおいて開催するものでござ

います。説明は、以上でございます。よろしくお願いいたします。

〇奥谷委員長 ただ今の説明について、何か御質問はございますか。

（「なし」という声あり）

〇奥谷委員長 つぎに、資料⑧投票所における支援（投票用紙記入補助具の導入）につ

いて、説明を願います。

〇細野選挙管理委員会書記次長 選挙管理委員会です。投票所における支援について、

御説明いたします。資料は、資料⑧をお願いいたします。１番の概要につきまして、土

浦市選挙管理委員会では、視覚の障害をお持ちの方が投票する際、投票用紙への記入を

サポートする投票用紙記入補助具を、期日前投票所を含む全ての投票所に導入すること

といたしましたので、お知らせいたします。公職選挙法により選挙事務従事者が記入す

る代理投票が認められておりますが、その際には選挙事務従事者２名が立ち会うことに

なりますので、選挙人が自分が誰に投票したのか周囲の人に分かってしまうのではとい

う不安やプライバシーへの配慮、そして、自分で候補者名を書きたいという思いに応え

ることができるものとして大変有用なものでございます。２番の投票用紙記入補助具に

つきまして、資料に補助具の写真を掲載しております。市販のクリアホルダーを使用し、

中に投票用紙を入れたときに、ちょうど候補者氏名を記入する箇所を切り抜き、その周

りを黒いテープで囲んだ簡易なものでございます。表面を手で触ることで、記入する位

置が分かるようにして、投票用紙のどこに書いていいか分からないという不安を解消で

きるものになっています。（１）の使用方法については、係員にお申し出いただく、また

はこちらからお知らせした上で、投票用紙をセットするなどサポートして御利用いただ

きます。なお、この投票用紙記入補助具は、選管職員が手作りをしますので、次回の選

挙に間に合うように準備をしているところです。３番その他の支援としまして、障害を

お持ちの方だけでなく、全ての有権者の方々に気持ちよく投票していただくために、投

票所の環境整備、手助けや案内等の支援を行っております。参考までに、次のページに、

コミュニケーションボードを添付しております。これは、投票にきた方が話すのが難し

い、あるいは難聴の方を対象にしたもので、投票所で良くある問合せ等についてイラス

トや文字で記載したもので、円滑なコミュニケーションを図るために、昨年の市議選か
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ら導入したものでございます。説明につきましては、以上です。よろしくお願いします。

〇奥谷委員長 ただ今の説明について、何か御質問はございますか。

〇滝田委員 こういったコミュニケーションボードというのは、選挙前に何か広報紙な

どで周知しているのでしょうか。

〇細野選挙管理委員会書記次長 こちらの広報につきましては、市役所のホームペー

ジ、または公式ＬＩＮＥ等でお知らせをしてございます。

〇滝田委員 ありがとうございます。ぜひこういった部分で、なかなか自分たちはこう

目が見えたりとか聞こえたりする部分なんですけど、そういう部分で気付かない点がさ

らに今後出てくると思うので、何か工夫できる部分があったら、こういった部分で何か

サポートできる部分がありましたら、どんどん進めていっていただければなと思います

のでよろしくお願いいたします。ありがとうございます。

〇奥谷委員長 ほかにございますか。今日実物をお持ちになっていますか。もし良けれ

ば、委員の皆さんに見ていただくことはできますでしょうか。

〇細野選挙管理委員会書記次長 写真では分かりづらいと思いますので、実物をお持ち

ました。こちらにつきましては、実際に先ほど御説明しましたように、ちょうどＡ６の

大きさのクリアフォルダを、投票用紙の氏名を書く所をくり抜いたものでございます。

投票用紙の記入につきましては、必ずその枠内に記入しなければいけないということで

はございませんので、例えば枠外であっても、または投票用紙の裏面に記入しても、候

補者名がはっきり分かれば大丈夫であると、有効であるというような判例が出ておりま

すが、やはり視覚障害の方につきましては、なるべくその投票用紙の枠の中に記入した

いという思いがございますので、そのような器具を作成したところでございます。また、

先ほど滝田委員から御質問いただきました周知の方法なんですけども、今回の投票用紙

記入補助用具につきましても、市役所のホームページをはじめ、各種ＳＮＳですね、そ

ちらでお知らせをすることにはなるんですけども、本市に視覚障害者の団体で、土浦視

覚障害者福祉協会がございます。そちらの総会におきまして、直接お知らせをする予定

になっております。以上でございます。

〇奥谷委員長 よろしくお願いいたします。その他、執行部から何かございますでしょ

うか。

〇塚本（哲）総務部長 ございません。

〇奥谷委員長 それでは、委員の皆様から執行部に何かございますでしょうか。

〇篠塚委員 今回、パワーハラスメントが庁内であったという報告がありましたが、実

際にあった事件から８年ぐらい経過しているので、処分までの経過と結果について、御

報告いただければと思います。

〇塚本（浩）人事課長 人事課でございます。今回の事件につきましては、被害を受け

た職員から昨年の３月に相談があったことにより発覚したものでございます。なぜ、こ

の７年も経過したこの時期なのかということにつきましては不明ですが、なかなか言い

出せなかったということ、それから、ちょうど相談の約１か月前の令和５年２月から３

月にかけまして、ハラスメントに関するアンケート調査を行っておりまして、そういっ
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たことも理由の一つじゃないかなというふうに思っております。そして、この調査方法

や経過については、被害を受けた職員からの相談内容を、行為を行った職員に２回聞き

取り調査を行いました。また、被害を受けた職員と同じ課の職員に、相談内容で名前が

出てきた職員に聞き取り調査を行ったというようなことでございます。それらをもとに

いたしまして、分限懲戒等審査委員会というものを開催いたしまして、対象事実を特定

して対象事実を被害者それから加害者の両方に再度確認をいたしまして、加害者のほう

から弁明書を提出してもらい、最終的に処分に至ったというところでございます。公表

した理由につきましては、土浦市の職員の懲戒処分の公表基準がございまして、それに

照らし合わせて戒告以上ということで公表したものでございます。以上でございます。

〇篠塚委員 先ほどアンケート調査をされたと聞きましたが、パワーハラスメントとか

カスタマーハラスメントとかいろいろなハラスメントがあると思いますが、それに対す

る職員のアンケート調査をされたのか。また、アンケート調査は定期的に実施している

のでしょうか。それから、カスタマーハラスメント対策として、この間のテレビの取材

で名札を変えたというような実例を挙げていましたけれども、そのほかにも、カスタマ

ーハラスメントに対する対処方法、それから実際にどのぐらいのカスタマーハラスメン

トがあるのか、教えていただきたいと思います。

〇塚本（浩）人事課長 昨年の２月、３月にかけて行いました調査につきましては、本

市で策定してございますハラスメントの防止に関する指針について、内容を知っている

かとか、そういうような内容のアンケートでございます。実際に受けているかどうかと

いうことではなく、ハラスメント防止に関する指針策定、あるいは相談窓口が人事課に

あるということを知っているかというような内容の調査でございました。ハラスメント

については、いろいろな類型があるかと思いますが、定期的にということではなく、た

またま周知状況、よく理解しているかどうかということで行ったものでございます。つ

ぎに、名札の件でございますが、名札につきましては、カスタマーハラスメントの防止

ということではなくて、あくまでも職員個人のプライバシーの保護という観点から、フ

ルネームから名字のみにしたというところでございます。そのほかの対策ということで

ございますが、法的な観点を含めまして早期の対応というのが必要かと思っておりまし

て、リスクアドバイザーによる職員の相談窓口を設置したり、あるいは法務専門官を任

用いたしまして、様々な法的観点から相談をする体制を作っているところでございます。

また、カスタマーハラスメントの延長になろうかと思いますが、クレーム対応マニュア

ルというものを作成してございまして、こちらについても昨年５月には、不当要求に発

展した際の所属長の判断基準であったり、対応について改定するとともに、このクレー

ム対応のフローを作りまして、周知を行ったところでございます。あと、実例というこ

とでございますが、実例につきましては、カスタマーハラスメント、それから、ハード

クレーム、あと不当要求、いろいろな段階があろうかと思いますが、それぞれの部署に

おいて対応してございまして、いろいろな話は人事課のほうにも聞こえてきているとこ

ろでございます。このうち、警察のほうへ通報いたしまして、対応したような例でござ

いますが、大声を出さないように注意したところ、その後は落ち着いたところでござい
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ますが、用件が進んでも、大声を出さないようにという注意されたことについて、謝罪

をしろというようなことで、用事が済んでも退去せずに居座ったということで、退去し

ない場合には警察のほうへ連絡いたしますということで、警察のほうへ通報した例がご

ざいます。また、ほかの窓口でございますが、大きな声を出しながら机を叩くなどの行

為に及んだため、やめてくださいと注意を促したにもかかわらず、その行為を辞めずに

続けていたために、１１０番に通報したというような事例もございます。これらの事例

につきましては、人事課と担当部署のほうでいわゆるカスタマーハラスメントというこ

とで認識を一つにして対応しているということではなくて、それぞれの部署の対応とい

うことになっているところでございます。

〇篠塚委員 もう１点。石岡市では、職員に対して議会からのパワーハラスメントがあ

るかというアンケート調査をしたり、水戸市議会では、ハラスメントに関する条例を制

定しております。土浦市としては、議会との関係でアンケートとか、そういう意見はこ

の場ではなかなか言えないでしょうが、条例化することによって、ハラスメントの抑止

につながるということはあるかと思いますが、それを議会だけではなくて、執行部側で

条例化するようなことを検討したり、そういうようなことは考えてますでしょうか。

〇塚本（浩）人事課長 今現在のところ、条例を制定しようという動きは全くございま

せん。今現在ですね、自由民主党のほうで、カスタマーハラスメントの総合的な対策強

化に向けた提言というのが、今月の１４日に政府のほうに出されているようでございま

す。この後、国のほうで何らかの動きが出てくるのかと思いますが、そういったものを

注視しながら、必要であれば検討もしていく必要があろうかなというふうに思っており

ます。さらに、水戸市の例がございましたが、条例を私も拝見をいたしましたが、実際

に議長さんが代表者会議を開催したり、ハラスメントに当たる行為が確認されたときは、

議員の氏名の公表とかいろいろな措置があるようですが、なかなか相談や申立ての窓口

について、どのような形で相談できるのかということが分からないと、実効性があるの

かどうか分かりませんので、この後の動き等々も注視していく必要があるかなというふ

うに感じております

〇奥谷委員長 このカスハラの件に関しては、最近マスコミ等でも大分取り上げられる

ようになってきましたので、職員の方からも随分前のことが今回のように出る可能性も

あるかなというふうに思いますので、出たときの対応と、あとはそういったことがこれ

から起きないように、職員の研修も含めて、引き続きお願いしたいと思いますので、よ

ろしくお願いします。それでは、総務部の案件については以上とさせていただきます。

どうもありがとうございました。暫時休憩いたします。再開を午後１時１５分とさせて

いただきますので、よろしくお願いいたします。

（総務部退席）

（休憩：午後０時１５分）

（再開：午後１時１５分）

（市民生活部入室）

〇奥谷委員長 総務市民委員会を再開いたします。それでは、市民生活部の案件につい
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て、協議を行います。市民生活部資料に基づきまして、資料①土浦市手数料条例の一部

改正（案）について、執行部から説明を願います。

〇日髙環境保全課長 環境保全課でございます。よろしくお願いいたします。資料①土

浦市手数料条例の一部改正（案）について、御説明いたします。資料が縦形式のものと

横形式のものの二つに分かれておりますので、はじめに、左側の資料①を選択願います。

１の改正の趣旨でございますが、土砂等による土地の埋立て等について必要な規制を定

めることにより、市民の生活環境の保全及び災害の防止に資することを目的に、土浦市

土砂等による土地の埋立て等の規制に関する条例、いわゆる残土条例を定めており、そ

の埋立て等区域の面積が５，０００平方メートル未満である土地の埋立て等を行おうと

する者は、土浦市手数料条例に基づき、手数料を納めなければならないとしております。

当該手数料は、許可の申請及び変更許可の申請時に徴収しているもので、変更許可申請

手数料については、現在埋め立てる土地の面積の増加の場合に限り、手数料を徴収する

運用としていますが、県内の同規模自治体の状況を比較したところ、煩雑化していると

ともに、手数料の金額にも大きな乖離が見られることから、土浦市手数料条例別表第２

に規定する土地の埋立て等許可申請手数料の一部を改正するものです。２の改正の内容

でございますが、一つ目として、別表第２の１の項、許可申請手数料の文言を一部修正、

二つ目として、別表第２の２の項、変更許可申請手数料を、変更後の埋め立てる土地の

面積の区分に応じて、全て手数料を徴収する運用とするため、所要の改正をするもので

す。この改正によりまして、今までは手数料を徴収していなかった埋立て等を行う期間

の延長、埋立て等に用いる土砂等の発生場所や数量の増加などについても、県内の同規

模自治体と同様に手数料を徴収することとなります。また、県内の同規模自治体と同様

に、区分を面積毎と明瞭にし、手数料の金額を同等とするものです。３の施行日でござ

いますが、料金の改定となりますので、半年以上の周知期間を設け、令和７年４月１日

からといたします。２ページから４ページが条例案文となっております。それでは、一

度閉じていただきまして、もう一つの資料①横形式のものを選択願います。５ページか

ら７ページが新旧対照表となっております。左側が改正後、右側が改正前で、赤字の部

分が変更箇所となります。まず、５ページの許可申請手数料については、区分に「埋立

て等区域の面積が」などという文言を付け足し、分かりやすくしております。また、６

ページから７ページの変更許可申請手数料については、右側の改正前では、区分をアイ

ウの三つに分けておりまして、ア埋立て等区域の変更を行うもの（面積の変更を含むも

のを除く。）、イ埋立て等区域の面積の変更を含む変更を行うもの（面積の増加により区

分を変更するものを除く。）、ウ埋立て等区域の面積の変更を含む変更を行うもので、面

積の増加に伴い区分を変更するものとしておりまして、煩雑化している状況であったこ

とから、左側の改正後のように、県内の同規模自治体と同様、区分を面積毎と明瞭にし、

手数料の金額を同等といたします。８ページに県内の同規模自治体との手数料比較がご

ざいます。水戸市、日立市、つくば市と比較したもので、左側が許可申請手数料、右側が

今回改正する変更許可申請手数料となります。半分より下が、土浦市の改正前と改正後

のもので、１，０００平方メートル未満が５，０００円、１，０００平方メートル以上
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３，０００平方メートル未満が１２，０００円、３，０００平方メートル以上５，０００

平方メートル未満が３５，０００円とするものです。説明は以上でございます。

〇奥谷委員長 ただ今の説明について、何か御質問はございますか。

（「なし」という声あり）

〇奥谷委員長 つぎに、報告事項に移ります。資料②令和６年度姉妹都市交流パロアル

ト市中学生受入事業について、説明を願います。

〇大貫市民活動課長 市民活動課でございます。令和６年度姉妹都市交流パロアルト市

中学生受入事業について御説明いたします。サイドブックスの資料の②をお願いいたし

ます。パロアルト市中学生受入事業につきましては、次代を担う国際感覚に優れた人材

育成を図ることを目的に、平成２０年から土浦市国際交流協会と本市の共催により実施

しております。例年、３月に市内の中学生、１６名を姉妹都市のパロアルト市に派遣す

るとともに、６月にはパロアルト市より同じく中学生１６名を本市で受入れを行ってお

ります。どちらもホームステイによりその国の生活を体験してもらうものです。この事

業は、新型コロナウイルス感染症の影響により、令和元年６月の受入れを最後に中断し

ていましたが、昨年度より一部条件を設けながら再開しております。今回の受入れは、

今年３月に本市からの中学生派遣の際、ホストファミリーとして受け入れていただいた

中学生が本市にホームステイに来る形となります。２の事業内容ですが、中学生１６名、

引率者４名の２０名の来日を予定しております。スケジュールは表に記載させていただ

いたとおりでして、６月７日から１５日までの９日間となり、その間、ホームステイを

はじめ、土浦や日本の生活、文化を体験していただくことになります。１３日には市長

表敬訪問も予定しております。３の交流の経緯ですが、平成５年、旧新治村にあったパ

ロアルト市の企業の社員の方により始まった民間でのホームステイ体験が交流のきっか

けとなり、本市とは平成２１年に姉妹都市の締結を行い、本年には締結１５周年を迎え

ます。説明は以上となります。

〇奥谷委員長 ただ今の説明について、何か御質問はございますか。

〇古沢委員 ホームステイが、日光の１日だけを抜いて丸になっているということは、

御当地で、東京なら東京でホームステイするということですか。

〇大貫市民活動課長 ホームステイのほうは、土浦にいる間はホームステイで、６月１

４日の東京見学というところは日帰りで、夕方までに土浦に戻りますので、全て土浦で

ホームステイということになります。

〇滝田委員 ホームステイ受入れ側のほうとしまして、今回２０名の方が来るというこ

とで、受入れ側の基準といったものは何かあるんですかね。

〇大貫市民活動課長 ホームステイの受入れ側の基準ということでございますが、今回

であれば、ホストファミリーをする御家庭は、３月にその御家族のお子さんがパロアル

ト市へ行った御家庭が、今度はパロアルト市のお子さんをホストファミリーとして迎え

入れるというのが基本になっております。ただ、事情によりパロアルト市には行ったけ

れども、迎え入れはできないという場合がありましたら、その都度検討しまして、迎え

入れてくれるホストファミリーを探すなどの調整は出てくると思います。今回は全て行
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った御家庭が受け入れるという形になっていると思います。

〇奥谷委員長 そのほか、よろしいでしょうか。

（「なし」という声あり）

〇奥谷委員長 つぎに、資料③第２次土浦市多文化共生推進プランの策定について、説

明を願います。

〇大貫市民活動課長 第２次土浦市多文化共生推進プランの策定について、御説明いた

します。サイドブックスの資料の③をお願いいたします。多文化共生推進プランにつき

ましては、異なる文化的背景を持つ外国人と日本人が同じ市民として、互いを尊重し、

支え合いながら暮らしていけるまちづくりの指針として、第１次となるプランを策定い

たしました。１次プランの策定から１０年が経過いたしますので、これまでの取組状況

や昨今の社会情勢等も検討に含めた第２次プランを策定するものです。計画期間は、令

和７年度から令和１６年度の１０年間を予定しております。プランの進行管理、策定に

当たり、外部委員による検討委員会を設置しておりまして、次のページの名簿のとおり

でございます。総務市民委員会からは、引き続き、柳澤委員に検討委員をお願いしたい

と存じます。最後に策定スケジュールにつきましては、表に記載させていただいたとお

り、全４回の検討委員会を行い、今年度末には策定、御報告できればと考えております

ので、よろしくお願いいたします。御説明は以上となります。

〇奥谷委員長 ただ今の説明について、何か御質問はございますか。

（「なし」という声あり）

〇奥谷委員長 つぎに、資料④らくらく窓口証明書交付サービスの開始について、説明

を願います。

〇菊田市民課長 資料の④をお願いいたします。らくらく窓口証明書交付サービスの開

始についてでございます。まず１番の事業の概要ですが、平成２８年度からコンビニエ

ンスストア等の端末で住民票、印鑑証明書、税証明書を発行するサービスを行ってまい

りました。このコンビニ交付と同様のサービスを市民課窓口でも行うものでございます。

マイナンバーカードやスマートフォンを利用しまして、タブレット端末を設置しまして

簡単なタッチパネルの操作で証明書を発行できるものです。コンビニ交付との違いでご

ざいますが、市役所の場合は、窓口で受付表、交付手数料と引換えに職員が証明書を交

付する点が異なってまいります。申請書記入や本人確認の提示が不要となりまして、書

かない窓口となります。それゆえに、手続の簡素化、利便性の向上、窓口滞在時間の減

少が見込まれます。その下の米印の１番のところでございますが、マイナンバーカード

やスマートフォンを利用する際に、利用者証明用電子証明書として４桁の暗証番号を使

用しまして、サービスを受けるものでございます。２番の設置場所でございますが、本

庁１階市民課の３６番窓口付近でございます。３番の手数料につきましては、各証明書

１通につきまして、２００円でコンビニ交付と同じでございます。４番の運用開始日は

令和６年６月３日月曜日からでございます。５番の導入のメリットですが、窓口の混雑

緩和と税証明につきましては、木曜日の時間外延長の際や日曜日の開庁の際には税関係

の職員が不在であるために証明書を発行していないのですけれども、今後はコンビニ交
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付と同様に対応可能となります。導入費用につきましては、コンビニ交付参加自治体の

場合にはソフトウェアが無償で提供されまして、機械のリース料のみが必要経費という

ことで、大変安価になります。１台で月９，９３０円でございます。コンビニ店舗内に

設置されている多機能端末、マルチコピー機と同じ画面で操作ができまして、利用者に

操作を体験していただいて、次回以降にコンビニ店舗内での取得を促すことができます。

説明は以上でございます。

〇奥谷委員長 ただ今の説明について、何か御質問はございますか。

〇篠塚委員 １台で９，９３０円ということですが、何台設置する予定ですか。

〇菊田市民課長 今回は市民課に１台だけです。

〇篠塚委員 これも増やしていく、また、出張所等に置くとか、公民館に置くとかとい

うことは考えていらっしゃいますか。

〇菊田市民課長 今後増やしていきたいという考えはございまして、政策的に要求して

いきたいと思っております。

〇奥谷委員長 ほかによろしいですか。

（「なし」という声あり）

〇奥谷委員長 つぎに、資料⑤戸籍証明書等広域交付開始後の状況について、説明を願

います。

〇菊田市民課長 資料⑤をお願いいたします。戸籍証明書等広域交付開始後の状況につ

いてでございますが、戸籍法の一部改正で、令和６年３月１日から戸籍証明書の広域交

付が始まりました。本籍地以外の市区町村の窓口で、戸籍証明書等を請求できるように

なりました。これによりまして、本籍地が遠くにある方でもお住まいや勤務先の最寄り

の市区町村の窓口で請求できます。また、欲しい戸籍の本籍地が全国各地にあっても、

１か所の市区町村の窓口でまとめて請求できます。１番の実績等でございますが、真ん

中の表につきましては、戸籍証明書等の発行件数につきまして、広域交付開始の前、令

和５年の３月から令和６年２月までの一年分の件数と令和６年３月の開始後、令和６年

３月と４月の２か月分についての件数、そして個人への交付として、窓口と郵送での交

付、そして公用での交付としての窓口の分と公用分の件数を載せております。それぞれ

を月数で割りまして、平均を出して、その上で月平均の伸び率を出しております。分析

の結果としましては、月平均の伸び率の合計の部分、一番右側の部分を御覧いただきま

すと、１．３０とあります。これは、３０％増加したということで、広域交付前後の比較

では、月当たりの発行件数は、３０％の増加ということでございます。窓口当たりの月

平均伸び率は１．３８、郵送のほうは０．９２でございます。窓口での件数が増加しま

して、郵送での件数が減少しております。本籍地が遠方の場合に、郵送で請求せずに、

最寄りの市区町村の窓口で請求していると、そういうケースが増加していると思われま

す。公用の請求の部分でございますけれども、月平均の伸び率は公用の窓口で２．２０

倍、公用の郵送では０．８５でございます。公用での請求は、窓口で増加、郵送で減少と

いうことです。市役所の各課の業務の中で、戸籍を取得して、調査を行うものがござい

まして、これまで本籍地に郵送して請求していたものが、市民課窓口で取得が可能とな
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ったために、増加しております。ほかの市区町村でも同様の処理をしておりまして、実

際そのように聞いております。そのために郵送請求が減少していると思われます。これ

によりまして、市としましては、郵送料の減少、各課業務に必要な書類のスムーズな取

得という効果が得られているものと考えております。説明は以上です。

〇奥谷委員長 ただ今の説明について、何か御質問はございますか。

（「なし」という声あり）

〇奥谷委員長 つぎに、資料⑥指定暑熱避難施設（クーリングシェルター）の指定につ

いて、説明を願います。

〇日髙環境保全課長 環境保全課でございます。よろしくお願いいたします。資料⑥指

定暑熱避難施設（クーリングシェルター）の指定について、御説明いたします。令和６

年４月１日から改正気候変動適応法が施行され、極端な高温時に暑さをしのぐ場所とし

て冷房設備を備えた施設等を開放し、熱中症リスクを低減することを目的とした指定暑

熱避難施設（クーリングシェルター）を市町村長が指定できる制度が始まりました。こ

の制度は、公共施設、民間施設を問わず、地域であらかじめ避難場所を確保し市町村長

が指定した施設で、新たに創設された熱中症特別警戒アラートが発表された場合に開放

するもので、今年度の運用期間は４月２４日から１０月２３日までの半年間となってお

ります。本市におきまして、公共施設では８か所の市内各中学校地区公民館、民間施設

ではイオンモール土浦をクーリングシェルターとして指定します。なお、指定を受けた

施設は、熱中症特別警戒アラートが発表された場合に開放することとされておりますが、

今回指定する施設は、熱中症特別警戒アラートの発表の有無に関わらず、開放すること

といたします。また、市役所本庁舎の市民ラウンジなど、既に多くの方が利用している

ことから、各中学校地区公民館以外の公共施設においても、涼みながら休憩できる場所

として、気軽に利用していただくよう周知いたします。指定施設の詳細については、下

に記載したとおりとなりますが、期間は６月１日からといたします。説明は以上でござ

います。

〇奥谷委員長 ただ今の説明について、何か御質問はございますか。

〇篠塚委員 クーリングシェルターの場所と分かるようなシールとか、施設に目印のよ

うなものは付ける予定はありますか。

〇日髙環境保全課長 大きめのポスターを作成して、公民館の入り口等に掲示する予定

でございます。

〇奥谷委員長 ほかによろしいですか。

（「なし」という声あり）

〇奥谷委員長 そのほか、市民生活部からございますか。

〇水田市民生活部長 ございません。

〇奥谷委員長 委員の皆様から執行部に何かございますか。

（「なし」という声あり）

〇奥谷委員長 ないようですので、市民生活部の皆さんは退席していただいて結構です。

お疲れ様でした。委員の皆様は、協議事項がございますので、そのままお待ちください。
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（市民生活部退席）

〇奥谷委員長 つぎに、私から皆様に御相談がございます。お手元に配布してございま

す会議録のとおり、３月１５日に開催した総務市民委員会の陳情の審査において、特定

の個人を識別することができる発言が陳情者からありましたことを確認いたしました。

今後、会議録を公開した際に、個人が特定され、不利益が及ぶ可能性があることから、

委員会として、この部分について、発言の取消しを行いたいと思います。手続といたし

ましては、質問の取消しを行いますと、回答も不要となることから、質問の取消しを行

いたいと思いますが、目黒副委員長、いかがでしょうか。

〇目黒副委員長 委員長の説明のとおり、質問は撤回をさせていただきます。すみませ

ん、お願いします。

〇奥谷委員長 それでは、皆様にお諮りいたします。目黒副委員長の発言を取り消すこ

とに、御異議ございませんか。

（「異議なし」という声あり）

〇奥谷委員長 それでは、取消しの手続を行いますので、よろしくお願いします。なお、

お配りした資料については、個人情報が含まれておりますので、回収させていただきま

す。以上で総務市民委員会を閉会いたします。お疲れ様でした。


